
尼崎市告示第３９４号 

尼崎市屋外広告物条例第１０条第１項の市長が定める基準につ 

いて 

尼崎市屋外広告物条例第１０条第１項の市長が定める基準を次のとおり

定めた。 

平成２１年１１月２０日 

尼崎市長 白  井    文   

１ 対象広告物等 

 次に掲げる要件をいずれも満たす広告物等 

  次のいずれかの施設に係る自家用広告物等で、自己の敷地に固定し

て設置するもの 

  ア 大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する一の建物に係る店

舗で、その店舗面積の合計が５００平方メートルを超えるもの（ウ

に該当するものを除く。） 

  イ 専ら施設の利用者のために必要な自動車駐車場（以下「自動車駐

車場」という。）で自動車の駐車の用に供する部分の面積が５００

平方メートル以上のものをその敷地内に設置している施設（アに該

当するもののうち店舗面積が３，０００平方メートル以上のもの及

びウに該当するものを除く。） 

  ウ 敷地面積が１０，０００平方メートル以上である施設 

  自家用広告物等が、 アからウまでに掲げる施設又は自動車駐車場

若しくは専ら施設の利用者のために必要な自転車駐車場（以下これら

を「自動車駐車場等」という。）への円滑な誘導に特に必要と認めら

れること。 

２ 基準 

  対象広告物等に係る尼崎市屋外広告物条例（以下「条例」とい

う。）第８条の許可の基準 

基    準 

区 分 店舗面積が３，０００平方メー

トル以上の店舗又は上記１ ウ

店 舗 面 積 が ５ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超 え 、 ３ ，



に掲げる施設に係る自家用広告

物等 

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未

満 の 店 舗 又 は 上 記 １  

イ に 掲 げ る 施 設 に 係 る

自家用広告物等 

ア 数量 敷地に接する道路（道路交通

法第２条第１項第１号に規定す

る道路をいう。）ごとに２基以

下とすること。ただし、自家用

広告物等で、自動車駐車場等の

場所を表示するもの、自動車駐

車場等への進入路若しくは自動

車駐車場等からの退出路を表示

するもの、自動車駐車場等の満

車若しくは空車を表示するもの

若しくは自動車駐車場等を管制

するためのもの又はこれらに類

するもの（以下これらを「駐車

場表示広告物等」という。）に

あっては、基数に算入しないこ

とができる。 

２基以下とすること。

た だ し 、 駐 車 場 表 示 広

告 物 等 に あ っ て は 、 基

数 に 算 入 し な い こ と が

できる。 

イ  自己の

氏名等の

表示方法 

駐車場表示広告物等にあっては、自己の氏名、名称、

店名又は商標（以下「氏名等」という。）に係る表示部

分の面積は、当該表示部分の存する表示面の面積の４分

の１以下とすること。 

摘要 この表に定めるもののほか、対象広告物等に係る条例第８条の

許可の基準は、尼崎市屋外広告物条例施行規則（以下「規則」と

いう。）別表第１に定めるところによる。 

  対象広告物等に係る条例第１８条第３項の許可の基準 

種別 区分 基    準 



ア  表 示 面

積の合計 

１事業所等につき、１０平方メートル以下と

し、かつ、自己の氏名等の表示部分以外の表示

部分の面積の合計は、５平方メートル以下とす

ること。ただし、駐車場表示広告物等にあって

は、合計５平方メートル以内に限り、表示面積

に算入しないことができる。 

イ 数量 ３枚（基、個）以下とすること。ただし、駐車

場表示広告物等にあっては、枚数に算入しない

ことができる。 

第１種

禁止地

域等 

ウ  自 己 の

氏 名 等 の

表示方法 

  イに定める基準に適合すること。 

ア  表 示 面

積の合計 

１事業所等につき、２０平方メートル以下と

し、かつ、自己の氏名等の表示部分以外の表示

部分の面積の合計は、１０平方メートル以下と

すること。ただし、駐車場表示広告物等にあっ

ては、合計１０平方メートル以内に限り、表示

面積に算入しないことができる。 

イ 数量 ４枚（基、個）以下とすること。ただし、駐車

場表示広告物等にあっては、枚数に算入しない

ことができる。 

第２種

禁止地

域等 

ウ  自 己 の

氏 名 等 の

表示方法 

  イに定める基準に適合すること。 

第３種

禁止地

域等 

ア  表 示 面

積の合計 

１事業所等につき、３０平方メートル以下と

し、かつ、自己の氏名等の表示部分以外の表示

部分の面積の合計は、１５平方メートル以下と

すること。ただし、駐車場表示広告物等にあっ



ては、合計１５平方メートル以内に限り、表示

面積に算入しないことができる。 

イ 数量 ５枚（基、個）以下とすること。ただし、駐車

場表示広告物等については、枚数に算入しない

ことができる。 

 

ウ  自 己 の

氏 名 等 の

表示方法 

  イに定める基準に適合すること。 

摘要 この表に定めるもののほか、対象広告物等に係る条例第１８条

第３項の許可の基準は、規則別表第１及び別表第８に定めるとこ

ろによる。 

 


